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凡例 

    
中心市街地活性化基本計画区域 

 
   都心地区まちづくり戦略区域 

 
   まちなか活性化ゾーン 

 

   防災建築街区 

 

   計画的な再開発が必要な市街地 

 

   再開発促進地区（二項地区）  

区域図（清水地区）  再開発促進区域（二項地区） 
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中心市街地活性化基本計画区域（静岡地区） 
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都心地区まちづくり戦略区域（静岡都心地区） 
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    都心地区まちづくり戦略（静岡地区）賑わいゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域的な商業・業務・行政機能が集積し、面的に展開し

ている区域である。低層部に賑わいを誘発する機能を誘導

したり、建物内通路や路地を設けることで、通りの賑わい

をつくり、来訪者が便利で快適に利用出来る、回遊性の高 

い空間形成を目指すゾーンである。 

賑わいゾーン 
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中心市街地活性化基本計画区域（清水地区） 
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都心地区まちづくり戦略区域（清水都心地区） 
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１１．用語解説 

 

１．総括 

再開発事業 再開発というと、駅前広場、幹線道路の整備とあわせた商

店街の改造や事務所ビルの建替えなどをおこなう「都市再開

発法に基づく市街地再開発事業」を指すものと考えられます。

これを一般に「狭義の再開発」と呼びます。 

一方、さらに広い意味で再開発というときには、再開発を

「一度人間の手でつくられた街や建築物を再び新しい時代に

合った利用形態につくり直したり、改修・保全したりするこ

と」ととらえ、都市再開発を都市の改善全般として考えられ

ています。 

今回都市再開発方針での再開発は狭義の再開発に重点を置

いた方針となっています。 

 

都心地区まちづく

り戦略 

「都心地区まちづくり戦略」は、静岡市全域を対象とした上

位計画である「第二次総合計画」及び都市計画マスタープラ

ン等を踏まえながら、「静岡・清水」の両都心地区を対象に具

体的なまちづくりの方向性・進め方を示した計画です。 

人口減少、少子高齢化、地球環境問題など静岡市を取り巻

く社会経済情勢は大きく変化しており、全国・世界に誇れる

都市を目指していくためには、これらの課題に対応し、将来

を見据えた長期的な視点に立った都市づくりビジョンや戦略

を持つことが必要です。そこで、中・長期的（概ね２０年間）

な視点に立ち、市全体の都市構造のあり方を示し、それを踏

まえた静岡・清水の両都心地区のまちづくりの目標及び実現

のための取り組みや進め方の方向性を示すことを目的として

います。 

「中心市街地活性化基本計画（静岡地区・清水地区）」とは、

対象区域や目標はほぼ共通しています。 

 

※参考 【都心地区まちづくり戦略の策定経緯】 

・都心地区まちづくりプロジェクトは、静岡市が中長期的に  

目指す都市構造やその要となる静岡・清水の両都心地区の

まちづくり・交通体系のあり方について、平成１９年度か

ら３カ年にわたり、「都市みらい創造会議」等の検討組織で

の様々な検討や、ニューズレター、イベント、交通社会実

験などを通じて市民の皆さまからいただいた意見をふま

え、検討し、都心地区にとどまらない、これからの静岡市
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全体の都市づくりのあり方に関する提言をとりまとめたも

のです。 

・平成２２年６月２日に都市みらい創造会議の岸井委員長（日

本大学教授）より小嶋市長へ報告と提出を行いました。 

・平成 22 年 6 月 15日から 7月 15日まで最終案に対して

実施したパブリックコメントを行い、それらをふまえたプ

ロジェクトの最終成果として、「静岡市都心地区まちづくり

戦略」がとりまとまりました。 

（都市計画 HP より市街地整備課にて修正） 

市街地総合再生計 

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の実情にあわせた段階的、総合的な市街地環境の整

備・改善を進めるために策定されるもので、関係者の概ねの

合意に基づき、地方公共団体が定める強制力を持たない任意

の計画です。地区全体の望ましい更新の方向を提示し、地権

者などが再開発事業や個別建替えを自発的に実施するよう

に、インセンティブを与え、結果として地区の特性に応じた

整備改善を図るものです。 

【計画の役割】 

開発・建築行為などのプロジェクトの誘導・調整の指針とし

ての役割 

道路などの公共空間整備の指針としての役割 

市民の多様なまちづくり活動を支える役割 

国等の支援を受けるための基礎資料 

【計画の特徴】 

ひとつの手法により地区内全体をクリアランスして整備

する従来型の再開発手法とは異なり、更新が可能な部分（街

区等）から個別事業を実施することにより、段階的に市街地

の整備改善を進めることが可能です。 

土地区画整理事業 都市計画法に規定されている市街地再開発事業の一つ。公共 

施設の整備改善と、宅地の利用増進を図るために行われる土

地の区画形質の変更と公共施設の整備を一体に行う。 

 

地区計画  建築物の形態、公共施設等の配置などから、それぞれの地 

区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するための計 

画一般的な地区計画では、その地区に相応しい建築物の用途、 

建ぺい率、容積率のほか、壁面の位置や高さ制限、形態・意 

匠(デザイン)等の制限、垣または柵の構造等を定めることがで 

きる。 
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防火建築帯 【法令】耐火建築促進法（S27年制定） 

【目的】市街地の不燃化促進 

【内容】都市における耐火共同建築物の建築を促進する事に

より防火建築帯の造成を図り、火災その他の災害防

止、土地の合理的な高度利用の増進を目的としてお

り、国庫補助金の交付を通じて民間による防火建築

帯の増進が推進されました。 

防災建築街区造成法の制定に伴い廃止されました。 

【静岡市では】 

呉服町通りにおいて 11 箇所の防火建築帯を施行

（S32～38） 

 

防災建築街区 防災建築街区 

【法令】防災建築街区造成法（S36年制定） 

【目的】街区単位で防火区画を造成することを目的とする。 

【内容】耐火建築促進の再検討が行われて、防災建築街区造

成法が制定されました。 

    組合などの民間主体による共同不燃ビル化を促進

し、都市の再開発として性格を強めるものでした。

昭和 44 年の都市再開発法の制定に伴い廃止されま

した。 

【静岡市では】 

紺屋町において６箇所を施行（S39～47） 

    清水市銀座第１防災建築街区（S44） 

    清水市銀座第４防災建築街区（S43-44） 

かつて都市の不燃化促進に寄与してきた建物ですが、老朽

化が進み、施設改修をする際にも、権利関係が複雑で合意形

成が難しいため、再開発の手法による課題解決が必要な防災

上の課題地区となっています。 

 

２．静岡地区 

賑わいゾーン 「都心地区まちづくり戦略」における静岡都心で定めてい

るエリアです。広域的な商業・業務・行政機能が集積し、面

的に展開している区域で、低層部に賑わいを誘発する機能を

誘導したり、建物内通路や路地を設けることで、通りの賑わ

いをつくり、来訪者が便利で快適に利用出来る、回遊性の高

い空間形成を目指すゾーンです。 

賑わい拠点である JR静岡駅・新静岡駅・札の辻・中町・七間
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町を結ぶ都心空間軸とその周囲のエリア、都心内の移動を支

える公共交通軸、歩行者の主要な動線である主要歩行者ネッ

トワーク、都心内の回遊経路の周辺を賑わいゾーン区域とし

ています。 

 

主要歩行者ネット

ワーク 

 

「都心地区まちづくり戦略」における静岡都心で定めてお

り、静岡都心内の 7 つの拠点である静岡駅、新静岡駅、札の

辻、中町、七間町、駿府城公園、常盤公園を結ぶ南北の円滑

な移動経路のことを指します。 

 

都心回遊経路 「都心地区まちづくり戦略」における静岡都心で定めてお

り、伊勢丹、セノバ、パルコ、呉服町商店街、七間町商店街

などの賑わい拠点で囲まれた街の魅力が集まる空間の移動に

あたり、歩行者が優先される回遊性の高い経路です。 

３．清水地区 

まちなか活性化

ゾーン 

「都心地区まちづくり戦略」における清水都心で定めてい

るエリアです。清水都心地区の商業・業務・行政・文化・交

流等の中枢となるゾーンですが、空閑地の増加など活力が低

下しているため、空閑地の有効活用を図りながら、まちなか

居住、都心の賑わい、生活サービスを向上させる機能を充実

し、賑わいのある空間づくりを図る地区です。 

賑わいの拠点である JR清水駅・新清水駅・清水漁港を結ぶ

軸と公共交通ネットワーク、歩行者・自転車の主要な動線で

ある主要歩行者・自転車ネットワークの周辺をまちなか活性

化ゾーンの区域としています。 

 

主要歩行者・自転車

ネットワーク 

 

「都心地区まちづくり戦略」における清水都心で定めてい

ます。JR清水駅と静鉄新清水駅から日の出地区・清水漁港を

含めた各拠点間を結ぶ歩行者及び自転車での移動経路です。 
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